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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２９年８月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年１２月２４日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 鹿児島県薩摩
さ つ ま

川内
せんだい

市上甑
かみこしき

島冠埼沿岸 

  里埼灯台から真方位００５.５°１,４８５ｍ付近 

  （概位 北緯３１°５１.０′ 東経１２９°５５.９′） 

事故の概要  漁船寿
す

恵
え

丸は、南進中、冠埼沿岸の浅瀬に乗り揚げた。 

  寿恵丸は、甲板員１人が負傷し、船首部船底外板に破口を生じた。 

事故調査の経過 平成２９年３月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船  寿恵丸、４.９トン 

 ＫＧ３－３１５３８（漁船登録番号）、個人所有 

 １２.７５ｍ（Lr）×２.９０ｍ×０.８３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４０４.５０kＷ、昭和６１年３月１３日 

 第２９５－３６０１０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年１１月２８日 

    免許証交付日 平成２６年１０月１日 

                  （平成３２年５月１６日まで有効） 

甲板員 男性 ６０歳 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員） 

 損傷 船首部船底外板に破口 

 気象・海象 気象：天気  晴れ、風向  西、風力  ２、視界  良好 

海象：海上 平穏、潮汐  下げ潮の初期 

日出時刻：０７時１５分ごろ 

 事故の経過   本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、上甑島射手
い て

埼南南西方沖

約４００ｍの漁場における刺し網漁の操業を終え、レーダーとＧＰＳ

プロッターの画面で船位を確認しながら、平成２８年１２月２４日０

６時２０分ごろ手動操舵で冠埼を西方に約２５０ｍ離すように針路を

定め、県薩摩川内市里港に向けて帰航を開始した。 

 船長は、作業灯を消灯し、操舵室内中央の操縦席に腰を掛け、周囲
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に目が慣れるまで５～６ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で航行した後、約１０knに増速した。 

  船長は、増速を始めた頃、レーダーとＧＰＳプロッターの画面で船

位を確認し、無線で僚船が知らせる漁の模様を聞きながら、手動操舵

のまま、舵中央の状態で航行していたところ、０６時３０分ごろ衝撃

を感じ、本船が浅瀬に乗り揚げたことに気付いた。 

  船長は、急いで機関を後進運転としたところ、離礁したので、本船

を後退させ、甲板員の様子を見に船首部へ移動したところ、甲板員が

額から出血して伏せた状態で意識を失っているのを認め、無線により

僚船に本事故の発生を知らせるとともに、救急車を要請しながら帰港

した。 

 甲板員は、救急車で診療所に搬送されたのち、串木野港に運ばれて

病院に搬送され、頸髄損傷、硬膜外血腫及び前頭骨骨折と診断され

た。 

（付図１  事故発生経過概略図  参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約０.４ｍ、船尾約１.０ｍであった。 

船長は、夜間、上甑島北側の海域から里港に帰港する際は、レーダ

ー及びＧＰＳプロッターの画面を見て、冠埼を西方に約２５０ｍ離し

て航行しており、本事故当時も同じ程度の離岸距離で航行する予定で

あった。 

船長は、増速後、無線で僚船が知らせる漁の模様に注意を向け、レ

ーダー及びＧＰＳプロッターの画面を見ていたものの、船位を確認し

ていなかったと本事故後に思った。 

甲板員は、船首部で前方を向いて立った状態で、網の手入れを行っ

ていたところ、乗揚の衝撃で転倒して負傷した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、冠埼東方沖を南進中、船長が、無線で僚船が知らせる漁の

模様に注意を向け、レーダー及びＧＰＳプロッターで船位の確認を適

切に行っていなかったことから、いつしか舵を右に取った状態とな

り、右転しながら冠埼に接近していることに気付かずに航行し、冠埼

近くの浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

原因   本事故は、夜間、本船が、冠埼東方沖を南進中、船長が、無線で僚

船が知らせる漁の模様に注意を向け、レーダー及びＧＰＳプロッター

で船位の確認を適切に行わなかったため、右転しながら冠埼に接近し

ていることに気付かずに航行し、冠埼近くの浅瀬に乗り揚げたものと

考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
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られる。 

  ・レーダー及びＧＰＳプロッターを有効に活用し、船位の確認を適

切に行うこと。 

  ・沿岸付近を航行する際は、十分な離岸距離をとること。 
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付図１  事故発生経過概略図 
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（平成２８年１２月２４日 

０６時３０分ごろ発生） 

増速 
薩摩川内市 


